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最
大
の
危
機
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大
の
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ン
ス
」
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政
府
が
十
一
月
二
日
、閣
議
決
定
し

た『
デ
フ
レ
完
全
脱
却
の
た
め
の
総
合
経

済
対
策
』の
五
本
柱
の
一
つ
、「
物
価
高

か
ら
国
民
生
活
を
守
る
」に
以
下
の
よ
う

な
文
言
が
あ
る
。

　「
公
共
事
業
に
つ
い
て
、資
材
価
格
の

高
騰
等
を
踏
ま
え
、適
切
な
価
格
転
嫁

が
進
む
よ
う
、特
に
市
区
町
村
を
は
じ
め

と
し
た
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、最
新
の

材
料
価
格
等
を
反
映
し
た
上
で
、必
要
な

事
業
量
を
確
保
し
、社
会
資
本
整
備
を

着
実
に
進
め
る
と
と
も
に
、今
後
、賃
金

支
払
の
原
資
と
な
る
適
切
な
労
務
費
の

確
保
に
係
る
制
度
改
正
を
含
め
た
対
応

の
具
体
化
を
進
め
、建
設
企
業
の
適
正
な

利
潤
の
確
保
と
建
設
労
働
者
の
賃
上
げ

を
支
援
す
る
。国
、地
方
公
共
団
体
等
に

よ
る
物
品
調
達
や
サ
ー
ビ
ス（
ビ
ル
メ
ン

の
席
上
、根
本
匠
会
長
に
促
さ
れ
る
よ
う

に
公
正
取
引
委
員
会
は
一
年
前
の
対
応

を
説
明
し
た
。

　
公
取
委
は
昨
年
、「
受
注
企
業
と
発
注

企
業
が
価
格
交
渉
の
場
で
価
格
転
嫁
の

必
要
性
に
つ
い
て
協
議
し
な
い
」な
ど
と

し
て
、一
三
社
の
企
業
名
を
公
表
し
た
。

独
占
禁
止
法
の「
優
越
的
地
位
の
乱
用
」

に「
該
当
す
る
恐
れ
」が
理
由
だ
っ
た
。

　
た
だ「
違
反
」で
は
な
く「
恐
れ
」で
も

公
取
委
が「
公
表
」し
た
こ
と
で
企
業
に

与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
。各
社
は
相

次
ぎ
対
応
を
急
ぐ
コ
メ
ン
ト
を
公
表
し

た
。昨
今
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス（
法
令

順
守
）徹
底
重
視
傾
向
の
な
か
、不
祥
事

と
見
ら
れ
か
ね
な
い
事
柄
が
発
生
し
た

場
合
、そ
の
対
応
が
遅
れ
た
り
対
応
を
誤

れ
ば
、一
気
に
企
業
評
価
や
信
用
力
が
落

ち
か
ね
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
と
見

ら
れ
る
。で
は
な
ぜ
品
確
議
連
の
根
本
会

長
は
公
取
委
に
発
言
を
促
し
た
の
か
。

　
九
月
に
中
間
ま
と
め
が
報
告
さ
れ
た
、

中
央
建
設
業
審
議
会（
中
建
審
）・
社
会

資
本
整
備
審
議
会（
社
整
審
）基
本
問
題

小
委
員
会
は
、学
識
者
、受
注
者
、発
注

者
の
三
者
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。そ
の
結

果
、し
ば
し
ば
発
注
者
と
受
注
者
は
利
害

テ
ナ
ン
ス
、警
備
等
）に
つ
い
て
、資
材
価

格
の
高
騰
、賃
金
上
昇
等
の
転
嫁
を
進

め
る
」

　
物
価
高
に
よ
り
厳
し
い
状
況
に
あ
る

生
活
者
・
事
業
者
へ
の
支
援
と
し
て
盛

り
込
ま
れ
た
も
の
だ
が
、注
目
す
べ
き
点

は
二
つ
あ
る
。

　
一
つ
目
は
、十
月
二
十
四
日
の
原
案
段

階
で「
公
共
事
業
」の
く
だ
り
は
な
か
っ

た
が
、一
週
間
後
の
十
月
三
十
一
日
の
最

終
原
案
に
差
し
込
ま
れ
た
こ
と
だ
。「
公

共
事
業
」の
く
だ
り
が
な
か
っ
た
原
案
に

つ
い
て
議
論
し
た
二
十
四
日
の
自
民
党

政
調
全
体
会
議
は
予
定
時
間
を
大
幅
に

超
過
し
、発
言
者
も
相
当
数
に
上
っ
た

こ
と
も
、差
し
込
ま
れ
た
文
言
の
背
景
に

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
し
て
三
十
一
日
の
最
終
原
案
に「
公

関
係
か
ら
議
論
で
対
立
す
る
こ
と
も
少
な

く
な
か
っ
た
。そ
の
な
か
三
者
が
合
意
し

て
ま
と
め
た
の
が
、▽
請
負
契
約
の
透
明

化
に
よ
る
適
切
な
リ
ス
ク
分
担
▽
適
切
な

労
務
費
等
の
確
保
や
賃
金
行
き
渡
り
の

担
保
▽
魅
力
あ
る
就
労
環
境
を
実
現
す

る
働
き
方
改
革
と
生
産
性
向
上
―
―
の

三
つ
の
機
軸
だ
。

　
こ
の
な
か
に
は
建
設
業
法
第
十
九
条

の
三（
注
文
者
に
よ
る
不
当
に
低
い
請
負

代
金
の
禁
止
）違
反
へ
の
勧
告
対
象
と
し

て
新
た
に「
民
間
事
業
者
」を
含
め
る
こ

と
が
盛
り
込
ま
れ
た
。更
に「
警
告
」や

「
注
意
」な
ど
行
政
指
導
が
円
滑
に
で
き

る
よ
う
、十
九
条
の
三
違
反
に
つ
な
が
る

恐
れ
の
あ
る
行
為
の
類
型
化
や
、建
設
工

事
請
負
契
約
の
締
結
状
況
に
つ
い
て
広

く
情
報
を
調
査
・
整
理
し
た
う
え
で
公

表
で
き
る
よ
う
法
令
上
の
根
拠
規
定
の

措
置
だ
け
で
な
く
、不
適
切
な
契
約
に
是

正
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
組
織
体
制
を

整
備
す
べ
き
と
も
し
た
。

　
十
九
条
の
三
に
つ
い
て
は
、労
務
費
を

原
資
と
す
る
廉
売
行
為
の
制
限
を
目
的

に「
注
文
者
」に
限
定
し
て
い
る
適
用
対

象
を「
受
注
者
」に
拡
大
、指
導
・
勧
告

対
象
に
す
る
こ
と
も
盛
り
込
ん
だ
。

共
事
業
」「
適
切
な
価
格
転
嫁
」「
必
要

な
事
業
量
確
保
」「
着
実
な
社
会
資
本
整

備
」「
適
切
な
労
務
費
の
確
保
に
係
る
制

度
改
正
の
具
体
化
」「
建
設
企
業
の
適
正

利
潤
の
確
保
と
建
設
労
働
者
の
賃
上
げ

を
支
援
」―
―
と
い
っ
た
文
言
で
構
成
さ

れ
た
一
文
が
、総
合
経
済
対
策
五
つ
の
柱

の
一
つ「
物
価
高
か
ら
国
民
生
活
を
守

る
」の
な
か
で
位
置
付
け
ら
れ
た
。

　「
公
共
事
業
」の
く
だ
り
で
注
目
す
べ

き
二
つ
目
は
、「
特
に
市
区
町
村
を
は
じ

め
と
し
た
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
」

と
、適
切
な
価
格
転
嫁
が
進
む
よ
う
適
正

な
予
定
価
格
設
定
や
ス
ラ
イ
ド
条
項
の

適
切
運
用
徹
底
を
求
め
る
対
象
と
し
て

「
市
区
町
村
」を
名
指
し
し
た
こ
と
だ
。

　
こ
れ
ま
で
こ
う
し
た
文
言
は「
地
方
公

共
団
体
」と
す
る
の
が
お
決
ま
り
だ
っ
た

　
今
後
、中
建
審
基
本
問
題
小
委
の
中

間
ま
と
め
に
沿
っ
て
国
交
省
が
取
組
み

を
進
め
れ
ば
、明
確
な
法
令
違
反
で
は
な

く
て
も
、「
恐
れ
」の
段
階
で
の
企
業
名

公
表
も
視
野
に
入
る
。公
取
委
が
昨
年

行
っ
た
価
格
転
嫁
に
関
す
る
企
業
名
公

表
と
同
じ
よ
う
な
対
応
が
、今
後
可
能
と

な
る
。法
令
整
備
に
よ
る「
法
律
の
外
」

で
の
効
果
へ
の
期
待
だ
。

若
者
の
建
設
業
評
価「
悪
く
な
い
」

　
若
者
の
建
設
業
離
れ
の
傾
向
を
表
す

統
計
と
し
て
、「
厚
生
労
働
省
　
新
規
学

卒
就
職
者
離
職
状
況
」い
わ
ゆ
る
三
年

以
内
離
職
率
が
あ
る
。人
口
減
少
と
高
齢

化
の
進
行
は
日
本
が
直
面
す
る
最
大
の

課
題
の
一
つ
。そ
の
た
め
、産
業
間
の
人

材
確
保
競
争
に
打
ち
勝
つ
に
は
、賃
金
や

休
暇
・
労
働
時
間
短
縮
な
ど
処
遇
改
善

を
進
め
る「
担
い
手
確
保
取
組
み
」が
最

重
要
と
の
認
識
で
関
係
者
は
一
致
し
て

い
る
。

　
建
設
業
の
離
職
率
の
高
さ
が
話
題
と

な
る「
新
規
学
卒
就
職
者
離
職
状
況
」だ

が
、新
規
学
卒
就
職
者
数
だ
け
を
見
る
と

意
外
な
風
景
も
見
え
て
く
る
。中
学
卒
、

が
今
回
は
、「
特
に
」と
前
置
き
し
た
う

え
で「
市
区
町
村
」と
明
記
し
た
。こ
れ

ま
で
中
小
建
設
企
業
は
働
き
方
改
革
や

生
産
性
向
上
へ
の
取
組
み
が
公
共
発
注

者
の
な
か
で
最
も
遅
れ
て
い
る
一
方
で

最
大
顧
客
で
あ
る「
市
区
町
村
」の
具
体

的
対
応
を
強
く
求
め
続
け
て
き
た
が
、よ

う
や
く
政
府
経
済
対
策
の
具
体
的
対
象

と
し
て
俎
上（
そ
じ
ょ
う
）に
上
っ
た
こ

と
に
な
る
。

「
法
律
の
外
」で
も
効
果
が
期
待

　
明
確
な
法
律
違
反
で
は
な
く
て
も
、行

政
が
社
名
を
公
表
す
る
こ
と
で
企
業
に

大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
こ
と
が
あ

る
。十
一
月
八
日
、公
共
工
事
品
質
確
保

に
関
す
る
議
員
連
盟（
品
確
議
連
）総
会

高
校
卒
、短
大
卒
、大
学
卒
の
合
算
総
数

は
直
近
、令
和
四（
二
〇
二
二
）年
三
月
の

建
設
業
が
四
万
二
、二
七
〇
人
、全
体
総

数
は
七
二
万
八
、七
六
八
人
。直
近
年
一

〇
年
前
の
平
成
二
十
五（
二
〇
一
三
）年

三
月
の
建
設
業
は
三
万
五
、九
八
〇
人
、

全
体
は
七
一
万
七
、九
一
六
人
、更
に
一

〇
年
遡
っ
た
平
成
十
五（
二
〇
〇
三
）年

三
月
の
建
設
業
は
三
万
二
五
三
人
、全
体

は
六
八
万
二
、三
三
一
人
だ
っ
た
。

　
つ
ま
り
全
体
総
数
は
こ
の
二
〇
年
間

で
四
万
六
、四
三
七
人
増
え
増
加
率
六
・

八
％
に
対
し
、建
設
業
は
一
万
二
、〇
一

七
人
増
、伸
び
率
は
三
九
・
七
％
増
と
大

幅
な
増
加
を
見
せ
た
こ
と
に
な
る
。

　
男
女
比
な
ど
詳
細
部
分
は
わ
か
ら
な
い

が
、こ
の
数
字
だ
け
を
見
る
と
、特
に
高

卒
と
大
卒
の
新
規
入
職
者
数
が
順
調
に

増
加
し
建
設
業
の
新
規
入
職
者
数
の
押

し
上
げ
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。

　
い
ま
建
設
産
業
界
で
は
二
〇
二
四
年

四
月
か
ら
の
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制

へ
の
対
応
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い

る
。た
だ
、い
ま
直
面
し
て
い
る
事
柄
も

見
る
角
度
を
変
え
る
と
、ピ
ン
チ
と
映
っ

て
い
る
も
の
が
チ
ャ
ン
ス
に
な
り
う
る
か

も
し
れ
な
い
。
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